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茨城県内の介護福祉士の確保を図り、福祉の増進に資するため、介護福祉士実務者研修施設（以

下「養成施設等」という。）の在籍者を対象に介護福祉士実務者研修受講資金を貸付ける制度です。 

平成 29年度の介護福祉士実務者研修受講資金の貸付けを申請する方を次のとおり募集します。 

 

 

１ 申請受付期間   
（１）第１期  平成２９年  ５月１日（月）から  ６月３０日（金）（必着）まで 

  

（２）第２期  平成２９年１０月２日（月）から１１月３０日（木）（必着）まで 

  

    ※上記募集期間は養成施設等から茨城県社会福祉協議会（以下「県社協」という。）への申請書類 

受付期間です。 

     ※申請者は、在籍する養成施設等を通して申請してください。 

※養成施設等によって受付の窓口、期間等が異なりますので、必ずご確認ください。 

      

 

２ 貸付対象者   
上記の申請受付期間中に養成施設等に在籍し、次の（１）から（４）の全てを満たす人 

（１）次の①または②のいずれかを満たしている 

① 茨城県内に住民登録している 

② 養成施設等の学生となった年度の前年度に茨城県に住民登録していて、養成施設等での 

受講のために茨城県外に転居した 

（２）平成２９年度中に実務者研修を受講修了し、受講修了までに介護福祉士国家試験の受験 

資格として認められている介護等の業務に３年以上従事する 

（３）他県等が実施している同種の貸付金を借り受けしていない 

（４）卒業（修了）後、介護福祉士として登録し、継続して２年以上茨城県内の社会福祉施設 

等において介護業務に従事する意思をもつ 

 

３ 貸付金額（無利子） 
介護福祉士実務者研修受講資金 ２０万円以内  （１人１回限り） 

 

 



４ 申請方法 

  申請は、養成施設等を通して行ってください。 

（１）申請をしようとする方は、別表「申請に必要な書類」１から３に掲げた必要な書類を揃え 

て養成施設等に提出してください。申請時に連帯保証人を１名たてていただきます。 

（２）養成施設等において、申請者に係る別表４の「推薦書」（第４号様式）を作成し、申請者 

から提出された（１）の書類とあわせて各期の申請書受付期間内に県社協へ提出してくださ 

い。 

［別 表］ 
                                                

 番号 提出書類 様式等 留意事項等 

 

申 

請 

に 

必 

要 

な 

書 

類 

１ 介護福祉士実務者研修

受講資金貸付申請書 

第２号様式 ・介護福祉士実務者研修受講資金希望者が自筆 

で作成してください。 

・連帯保証人欄は連帯保証人が自筆で記入し、

実印で押印してください。連帯保証人の所得

を証明する書類、印鑑登録証明書（３ヶ月以

内に発行されたもの）を添付してください。 

※連帯保証人が１名必要です。（連帯保証人の要 

件は次のとおり） 

  ア 独立の生計を営む成年 

  イ 申請者が未成年の場合は法定代理人で

あること 

２ 住民票 ― ・ 世帯全員の住民票謄本（３ヶ月以内に発行さ 

れた世帯主・続柄記載のあるもの） 

   ※マイナンバー及び本籍地の記載は不要 

３ 課税証明書等 ― ・直近の市町村県民税課税証明書（３ヶ月以内

に発行された所得の種類・額、市町村県民税

状況、扶養親族の数、各種控除が明示された

個人用のもの） 

・住民票に記載のある 18歳以上の者全員分を提 

出してください。 

４ 推薦書 第４号様式 ・養成施設等において作成してください。 

 

 

５ 貸付の決定 
（１）提出された申請書類等を茨城県社会福祉協議会（以下「県社協」という。）で審査のうえ、 

受講資金貸付けの適否を決定し、結果をお知らせします。 

（２）貸付決定通知とともに、修学資金等借用証書（以下「借用証書」という。）、振込口座申込 

書等の書類を郵送します。定められた期間に、書類を作成のうえ別途定める期間に県社協へ 

提出してください。 

（３）借用証書の提出をもって貸付契約が締結されます。貸付契約及び貸付制度に係る説明会を

実施しますので、必ず参加してください。 

 ※説明会の日時、会場等については別途お知らせします。  



６ 貸付金の交付 

   貸付契約締結後、指定された口座に貸付金を交付します。 

 

 

７ 貸付金の返還免除 

介護福祉士実務者研修を修了した日から１年以内に介護福祉士の登録を行い、茨城県内の 

社会福祉施設等において引き続き２年間介護等の業務に従事した場合、貸付金の返還が免除さ 

れます。 

 

 

８ 貸付金の返還について 

介護福祉士の資格登録ができなかったとき、または介護福祉士として 2年間業務に従事でき 

なかったときは、１年以内（返還開始が猶予されたときは、この期間と猶予された期間を合算 

した期間内）に、月賦、半年賦の均等払又は、一括払の方法により貸付金を全額返還していた

だきます。 

なお、返還期間内に返還できない場合は、年 5.0％の延滞利子が発生します。 

 

 

９ お問い合わせ先 

茨城県社会福祉協議会 福祉人材・研修部（修学資金担当） 

（所 在 地）〒310－8586 茨城県水戸市千波町１９１８  茨城県総合福祉会館３階 

（電話番号）０２９－３５０－８３６６ 

※平日午前９時から 12時、午後１時から５時まで) 


